
問　

農
地
に
車
を
置
い
て
い

る
事
業
所
等
が
あ
る
が
、
農

地
法
上
の
許
可
申
請
は
出
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
転
用
許

可
申
請
を
提
出
せ
ず
に
現
状

の
ま
ま
使
用
し
た
場
合
、
ど

こ
が
指
導
し
罰
則
等
は
あ
る

の
か
。

答　

農
地
以
外
の
地
目
と
し

て
利
用
す
る
場
合
は
、
転
用

許
可
が
必
要
で
あ
る
。
許
可

を
受
け
ず
に
駐
車
場
等
用
地

と
す
る
こ
と
は
、
違
反
転
用

と
な
り
農
業
委
員
会
で
転
用

申
請
を
行
う
よ
う
指
導
す

る
。
罰
則
は
、
個
人
の
場
合

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
３

０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、
法

人
の
場
合
１
億
円
以
下
の
罰

金
が
科
せ
ら
れ
る
。

土
地
の
不
法
占
拠
、
不
法
投

棄
の
指
導
徹
底
を

問　

他
人
の
土
地
に
対
す
る

不
法
占
拠
や
不
法
投
棄
の
苦

情
が
あ
る
が
、
市
の
対
応
は

ど
う
か
。
ま
た
、
不
法
に
占

拠
さ
れ
た
土
地
は
時
効
取
得

等
に
よ
り
名
義
が
変
わ
る
こ

と
が
あ
る
の
か
。

答　

不
法
占
拠
に
関
し
て

は
、
個
人
の
財
産
管
理
に
属

す
る
問
題
で
、
市
が
指
導
等

を
行
う
立
場
に
な
い
。
所
有

権
は
民
法
で
規
定
さ
れ
、
要

件
が
合
え
ば
時
効
取
得
の
可

能
性
が
あ
る
。
不
法
投
棄
に

つ
い
て
は
、
職
員
が
現
地
に

て
指
導
を
行
い
、
対
応
し
な

い
場
合
は
警
察
等
と
連
携
し

対
応
す
る
。

問　

新
設
す
る
医
療
セ
ン

タ
ー
は
、
令
和
６
年
度
に
開

院
予
定
で
あ
る
が
、
現
在
の

コ
ロ
ナ
禍
に
鑑
み
、
非
常
時

に
隔
離
可
能
な
多
目
的
病
床

等
の
整
備
が
必
要
で
は
な
い

か
。

答　

感
染
症
病
床
は
、
一
般

患
者
か
ら
隔
離
し
た
状
態
で

外
部
階
段
等
を
利
用
し
て
入

室
で
き
る
配
置
に
し
て
い

る
。
ま
た
、
指
定
病
床
数
以

上
の
患
者
を
受
け
入
れ
る
必

要
が
生
じ
た
際
に
は
、
エ
リ

ア
で
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

最
大
68
床
を
確
保
で
き
る
設

計
と
な
っ
て
い
る
。

市
勢
発
展
に
繋
が
る
土
地
利

用
を
進
め
る
べ
き

問　

ソ
ニ
ー
東
側
の
農
用
地

の
土
地
利
用
を
進
め
て
、
国

分
隼
人
の
市
街
地
の
相
互
の

連
携
を
強
化
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
隼
人
東
か
ら

国
分
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
間

に
物
流
や
工
業
団
地
の
整
備

は
で
き
な
い
か
。

答　

ソ
ニ
ー
東
側
の
地
域

は
、
霧
島
市
の
将
来
に
役
立

つ
よ
う
最
適
な
活
用
方
法
を

調
査
研
究
し
て
い
く
。
工
業

用
地
に
つ
い
て
は
、
企
業
の

要
望
に
沿
う
よ
う
さ
ま
ざ
ま

な
選
択
肢
を
持
ち
な
が
ら
、

物
流
な
ど
企
業
の
立
地
適
性

に
応
じ
て
候
補
地
の
選
定
方

法
を
検
討
し
て
い
く
。

問　

今
後
、
投
票
所
再
編
の

必
要
性
は
な
い
か
。

答　

投
票
立
会
人
の
高
齢
化

や
従
事
者
の
配
置
な
ど
、
投

票
所
再
編
は
必
要
と
考
え

る
。地
域
の
理
解
を
い
た
だ
き

な
が
ら
慎
重
に
進
め
た
い
。同

時
に
、
投
票
率
低
下
を
招
か

な
い
よ
う
移
動
投
票
所
を
含

め
た
対
策
も
検
討
し
た
い
。

問　

商
業
施
設
等
に
期
日
前

投
票
所
を
設
置
で
き
な
い
か
。

答　

大
型
商
業
施
設
へ
の
期

日
前
投
票
所
設
置
は
、
二
重

投
票
防
止
の
対
策
な
ど
が
検

討
課
題
で
あ
る
。
学
校
等
で

は
、
以
前
に
開
設
し
た
第
一

工
業
大
学
を
考
え
て
い
る
。

待
機
児
童
対
策
は

問　

待
機
児
童
は
何
人
い
る

の
か
。
ま
た
、
解
消
に
向
け

て
保
育
士
確
保
と
処
遇
改
善

を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

保
育
所
へ
入
所
希
望
し

て
い
る
潜
在
的
待
機
児
童
が

１
５
６
人
で
あ
る
。
保
育
士

確
保
は
、
保
育
人
材
バ
ン
ク

を
通
じ
て
保
育
士
等
の
復
帰

促
進
を
図
る
。
処
遇
改
善

は
、
国
の
事
業
を
活
用
し
安

定
的
な
雇
用
に
努
め
る
。

問　

認
可
外
保
育
園
を
ど
う

考
え
る
か
。

答　

認
可
外
保
育
園
は
、
潜

在
的
待
機
児
童
の
受
け
皿
と

い
う
部
分
が
あ
る
。
市
と
し

て
子
育
て
し
や
す
い
環
境
を

作
る
施
策
は
、
す
べ
て
の
保

育
施
設
を
含
め
て
検
討
す
る

こ
と
が
大
事
と
考
え
る
。

次
の
ペ
ー
ジ
は

一
般
質
問
　
　
20
人
が
一
般
質
問
　
市
政
の
〝
そ
こ
〞
を
質
す
！
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新
橋
　
実  

議
員

仮
屋
　
国
治  

議
員

農
地
の
適
正
利
用
は

で
き
て
い
る
の
か

新
病
院
の
感
染
症
対
策
は

万
全
か

有
村
　
隆
志  

議
員

移
動
投
票
所
︵車
︶な
ど
を

利
用
し
投
票
所
の
再
編
を

詳
し
く
は
こ
ち
ら
で

詳
し
く
は
こ
ち
ら
で

詳
し
く
は
こ
ち
ら
で

問　

男
女
が
と
も
に
能
力
を

発
揮
し
、
希
望
す
る
働
き
方

が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
ど

の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か
。

答　

第
２
次
男
女
共
同
参
画

計
画
が
令
和
４
年
度
末
に
終

期
を
迎
え
る
。
次
期
計
画
に

向
け
、
来
年
度
に
は
市
民
意

識
調
査
や
企
業
の
実
態
調
査

を
行
う
。
男
女
が
お
互
い
に

人
権
を
尊
重
し
、
責
任
を
分

か
ち
合
い
、
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
い
て
性
別
に
か

か
わ
り
な
く
、
個
人
の
能
力

を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が

で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に

向
け
て
努
力
し
て
い
く
。

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
読
み

や
す
さ
に
配
慮
を

問　

配
布
物
の
文
字
が
読
み

や
す
い
よ
う
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
設
け
て
工
夫
が
で
き
な

い
か
。

答　

高
齢
者
等
に
対
す
る
文

書
に
つ
い
て
は
、
全
庁
的
に

共
通
認
識
を
図
り
な
が
ら
、

大
き
さ
・
種
類
・
色
な
ど
、

読
み
手
の
年
代
に
合
わ
せ
た

配
慮
を
し
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
な

ど
を
参
考
に
読
む
人
に
と
っ

て
理
解
し
や
す
い
文
書
作
成

に
努
め
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

・
地
域
商
社
に
つ
い
て

問　

提
案
し
て
い
た
雨
水
貯

留
浸
透
施
設
設
置
に
対
す
る

助
成
は
、
そ
の
後
検
討
が
さ

れ
た
か
。

答　

現
在
、
事
業
計
画
に
盛

り
込
ん
で
い
る
。
今
後
は
、

排
水
機
場
や
排
水
路
等
の
整

備
を
進
め
、
当
該
施
設
の
設

置
に
係
る
補
助
制
度
の
創
設

も
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い

く
。

問　

本
市
は
、
パ
チ
ン
コ
店

な
ど
、
複
数
の
地
権
者
と
の

賃
貸
契
約
で
営
業
し
て
い
る

大
型
商
業
施
設
が
多
い
。
契

約
終
了
後
に
、
地
権
者
で
行

わ
れ
る
土
地
利
用
の
際
、
ト

ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な
い
よ

う
、
排
水
路
等
の
現
況
調
査

を
徹
底
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

公
共
施
設
以
外
の
個
人

の
施
設
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
管

理
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

市
が
そ
の
現
況
を
把
握
す
る

の
は
困
難
で
あ
る
。
引
き
続

き
必
要
に
応
じ
た
適
正
な
指

導
を
行
い
た
い
。

迅
速
的
確
な
情
報
伝
達
で
市

民
の
安
心
を

問　

防
災
行
政
無
線
の
屋
外

ス
ピ
ー
カ
ー
が
、
聞
こ
え
に

く
い
と
の
声
が
多
い
。
定
期

点
検
や
再
検
討
は
さ
れ
て
い

る
の
か
。

答　

現
在
、
年
１
回
の
保
守

点
検
の
ほ
か
、
地
域
か
ら
連

絡
を
受
け
た
際
は
、
迅
速
な

復
旧
や
動
作
確
認
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
、
開
発
中
の
防

災
ア
プ
リ
も
活
用
し
て
迅
速

な
緊
急
情
報
の
伝
達
に
努
め

た
い
。

問　

朴
木
地
区
の
ト
ヨ
タ
車

体
研
究
所
前
交
差
点
の
信
号

機
柱
が
、
新
し
く
で
き
た
歩

道
の
真
ん
中
に
あ
り
、
電
動

カ
ー
が
通
行
し
に
く
い
状
態

だ
が
移
設
で
き
な
い
か
。

答　

国
土
交
通
省
に
よ
り
国

道
10
号
の
歩
道
整
備
が
行
わ

れ
た
が
、
一
部
の
既
設
信
号

機
が
幅
員
の
狭
い
歩
道
に
位

置
す
る
た
め
、
電
動
カ
ー
等

の
通
行
に
支
障
を
き
た
し
て

い
る
。
円
滑
な
通
行
を
確
保

す
る
た
め
適
切
な
場
所
へ
の

移
設
を
警
察
へ
要
望
す
る
。

市
街
地
に
お
け
る
浸
水
対
策

の
状
況
は

問　

国
分
隼
人
の
中
心
市
街

地
に
お
い
て
、
台
風
や
大
雨

時
に
浸
水
被
害
が
発
生
す
る

が
、
排
水
路
の
狭
さ
が
要
因

の
一
つ
で
あ
る
。
排
水
路
と

し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る

用
水
路
を
幅
広
に
改
良
で
き

な
い
か
。

答　

霧
島
市
雨
水
管
理
総
合

計
画
に
基
づ
き
、
令
和
３
年

度
か
ら
下
水
道
事
業
に
よ
る

排
水
施
設
の
新
設
・
改
良
な

ど
の
対
策
を
講
じ
る
。
機
能

が
失
わ
れ
て
い
る
用
水
路
を

排
水
路
に
改
良
す
る
こ
と
で

浸
水
被
害
軽
減
に
期
待
で
き

る
こ
と
か
ら
検
討
す
る
。

そ
の
他
の
質
問

・
消
防
団
に
つ
い
て

山
口
　
仁
美  

議
員

德
田
　
修
和  

議
員

女
性
が
活
躍
で
き
る

社
会
へ

現
状
の
徹
底
把
握
で
的
確

な
治
水
計
画
を

下
深
迫 

孝
二  

議
員

安
全
に
通
行
で
き
る
道
路

整
備
を

詳
し
く
は
こ
ち
ら
で

詳
し
く
は
こ
ち
ら
で

詳
し
く
は
こ
ち
ら
で

霧島市議会だより第62号　　令和３年５月号 霧島市議会だより第62号　　令和３年５月号

ふ
の  

き


